
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業事務局

TOPPAN株式会社

令和８年（２０２６年）３月２６日策定

事業実施効果報告の手引き
複数社連携IT導入枠

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業



2

本手引きは、複数社連携IT導入枠に係るものです。
※ 通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠（インボイス対応類型・電子取引類型）に
ついては、ＩＴ導入補助金２０２４のホームページにて公開されている事業実施効果報告の
手引き (通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠（インボイス対応類型・電子取引類
型）共通)を参照してください。

事業実施効果報告の手引き

本手引きについて
本手引きは、事業実施効果の報告（以下、「効果報告」という。）を行うにあたっての進め方、注意点
等を記載しています。
効果報告については、本手引きをよく確認のうえ実施してください。
なお、本手引きの内容は、予告なく変更となる場合がございます。更新版の手引きは、IT導入補助
金ホームページにて公開のうえ、告知いたします。

アイコン 意味

注意事項を記載しています。

説明文を記載しています。

参考になる情報を記載しています。

システム画面において、クリックする部分を示しています。

本手引きでは、以下アイコンを用いて説明しています。

➢ 複数社連携IT導入枠

• 事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報（営業利益、人件費、減価償却費、従
業員数及び就業時間等）を事業実施効果報告期間（以下、「効果報告期間」という。）内に報
告いただきます。

• 1年度目、2年度目に各１回、計２回の報告が必要です。

効果報告について

年度 効果報告対象期間 効果報告期間

1年度目 ２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日 ２０２６年４月～2027年1月

2年度目 ２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日 2027年4月～2028年1月



事業実施効果報告の手引き

効果報告の注意点（1/2)

➢ 効果報告の入力について

• 事務局へ提出し審査が完了すると、全ての効果報告の情報は修正を行うことがで
きません。

• 入力する数値は原則、事業実施効果報告対象期間（以下、「効果報告対象期間」と
いう。）として事務局が定めている1年間の数値を入力してください。

➢ 補助金の全部又は一部返還の発生

• 事業実態がない又はＩＴツールが導入されていない等の疑義が生じた場合、事務局
から確認の連絡をする場合があります。確認の結果、補助事業が遂行されていな
い（やむを得ないと事務局が判断した場合を除く。）ことが発覚した場合、サービス
等生産性向上IT導入支援事業費補助金（ＩＴ導入補助金２０２４）複数社連携ＩＴ導
入枠交付規程（以下、「交付規程」という。）に基づき、交付決定の取消しや補助金の
返還、あるいは是正措置要求などの対応がとられる場合があります。

➢ 後年手続きについて

• 本事業において導入したＩＴツールを解約・利用停止した場合には、後年手続きに
て辞退届の提出が必要です。
※ 複数のＩＴツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合であっても、実施し
ている補助事業の辞退とみなします。

• 廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合に
は辞退届の提出が必要です。

• 辞退となる場合、交付規程に基づき、交付された補助金の全部又は一部の返還が
必要となる場合があります。なお、返還が必要となる場合、交付規程に基づき、補
助金受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要があ
ります。また、納付が遅れた場合には延滞金が発生します。
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目次

本紙の使い方

• 目次のページ数の部分はアンカーリンクになっています。クリックすると該当ページへ飛ぶことが
できます。

• キーボードのCtrl+Fを押すことにより任意のテキストで検索することが可能です。

･ ･ ･ ･ P.5

･ ･ ･ ･ P.7

･ ･ ･ ･ P.19

･ ･ ･ ･ P.20

･ ･ ･ ･ P.22

･ ･ ･ ･ P.18

事業実施効果報告の手引き
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1. 効果報告の流れ

2. 効果報告の操作画面

3. 通知メール•ステータスについて

1. 通知メールについて

2. ステータスについて

4. お問い合わせ



１． 効果報告の流れ

事業実施効果報告の手引き



事業実施効果報告の手引き

1. 効果報告の流れ

代表事業者

３ 実績数値入力

代表事業者

1 申請マイページにログイン

事務局

5 事務局受領/審査

6 効果報告完了

効果報告は以下のフローで行います。

代表事業者

２ 宣誓事項の確認・同意

代表事業者

4 事務局へ提出

6 目次に戻る



２． 効果報告の操作画面

事業実施効果報告の手引き
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補助事業者が参照するページです

2. 効果報告の操作画面(1/10)

事業実施効果報告の手引き

①
補助事業者は、申請マイページにログインし「申請者メニュー」の【効果報告】ボタンを押下してく
ださい。効果報告宣誓事項入力画面へ遷移します。

①

※画面イメージ

代表事業者は、申請マイページの【効果報告】ボタンより手続きを行ってください。

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(2/10)

②

➢ 計画値未達について

生産性の向上に係る数値目標に関する情報（営業利益、人件費、減価償却費、従業員数及
び労働時間等）等に基づき算出する労働生産性の向上率を代表事業者がグループ構成員
から収集し、効果報告期間内に報告してください。なお、グループ構成員の労働生産性の
向上率が異常値であると考えられる場合、事務局からその理由を確認させていただきま
す。
なお、労働生産性の向上率が、事業終了後２年以内に年平均成長率５％以上に達しなかっ
た場合（ＩＴ導入補助金２０２２及び２０２３の通常枠（A・B 類型）若しくはデジタル化基盤導
入枠（複数社連携ＩＴ導入類型）にて交付決定を受けた事業者が、本事業のグループ構成員
に含まれる場合は、２年以内に年平均成長率６％以上に達しなかった場合）、又は事業実施
効果の報告を行わなかった場合には、「補助事業名」「代表事業者名」「補助事業グループ
の構成員数」をホームページで公表します。

②

※画面イメージ

※画面イメージ

③

➢ 事業実施効果報告前の辞退手続きについて
以下に該当する場合は、辞退手続きを行う必要があります。申請マイページより辞退届を
提出してください。
• 本事業において導入したITツールを解約・利用停止した場合（複数のITツールを導入し、

そのうちの一部を解約する場合であっても、実施している補助事業の辞退とみなしま
す。）

• 廃業・倒産・事業廃止・事業譲渡・吸収合併等により補助事業を取りやめた場合
辞退となる場合、交付規程第25条、第26条、第29条に基づき、交付された補助金の全額
返還あるいは一部返還が発生することがあります。
なお、交付規程第2５条により返還が必要となる場合、交付規程第2７条に基づき、補助金
受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要があります。
また、交付規程第２８条に基づき、納付が遅れた場合には延滞金が発生します。
※ 辞退届については、P22に記載のメールアドレスまでお問い合わせください。

宣誓事項等の内容について確認し、効果報告を開始してください。

③

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(3/10)

⑥
宣誓事項の内容について確認し、チェックを入れ、【次へ】ボタンを押下してください。
効果報告実績入力画面へ遷移します。

宣誓事項等の内容について確認し、効果報告を開始してください。

④

⑥

※画面イメージ

⑤

⑤

➢ 宣誓事項
• 当該年度補助金の交付を受け導入したITツールを現在も継続的に利用しています。ま

たは、サブスクリプション形式のＩＴツールについて、実績報告で提出した利用期間を満
了しました。

• 労働生産性や給与支給総額の数値に関しては、確かな根拠資料に基づき入力し、事務
局に確認を求められた場合には速やかに提出いたします。

• 実施する補助事業に係る導入実績について、虚偽・不正のない報告をいたします。
万が一、虚偽・不正が発覚した場合は交付規程第25条第1項、第26条に基づき、交付
決定の取消し及び補助金返還となることに同意いたします。

• 辞退の必要がある状況であった場合、交付規程第25条、第26条、第29条に基づき、
交付された補助金の全額返還あるいは一部返還が発生することがあることに同意い
たします。

④
ITツールの解約（利用停止）に関するオンライン研修動画を視聴し、内容をご確認のうえ、チェッ
クをいれてください。研修動画は以下のリンクからも視聴可能です。
ITツールの解約（利用停止）に関するご案内

目次に戻る

https://www.youtube.com/watch?v=6BXPmeRBcII
https://www.youtube.com/watch?v=6BXPmeRBcII


11

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(4/10)

⑨

➢ 実績数値について
「営業利益」「人件費」「減価償却費」「従業員数」「年間の平均労働時間」の実績数値を以下資料
に基づいて入力してください。
① 営業利益（円）

各年度の決算期に作成された損益計算書の「営業利益」の数値を入力してください。
② 人件費（円）

各年度の決算期に作成された損益計算書の「給与手当」、「旅費交通費」、「賞与」を合算した
数値を入力してください。

③ 減価償却費（円）
各年度の決算期に作成された損益計算書の「減価償却費」の数値を入力してください。

④ 従業員数（人）
各年度の決算期の労働者名簿に記載のある従業員の合計人数を入力してください。
※なお、従業員がいない場合、役員（代表者含む。）又は事業主の人数を入力してください。

⑤ 年間の平均労働時間
タイムカードや勤怠システムに記録された情報に基づき、上記従業員の年間の平均労働時
間を算出してください。

※画面イメージ

⑦⑧

⑨

⑦ 効果報告年度をプルダウン式で選択してください。

⑧ 交付申請時の労働生産性の実績値を入力してください。

➢ 様式(Excel)について
水色セル以外には入力しないようにしてください。

事務局から送付された様式（Excel）を開き、「【計算用ツール】労働生産性計算表（事業者毎算出
用）」のシートに以下数値を入力してください。

目次に戻る



■労働生産性計算表

・補助グループの労働生産性を算出します。各セルには計算式が入っていますので、水色セル以外には入力しないようにしてください。
・【計算用ツール】労働生産性計算表（事業者毎算出用）シートで算出した事業者毎の労働生産性を入力してください。
・事業者毎の労働生産性の入力が終わると「申請マイページ入力値用」に補助事業グループ全体の労働生産性と年率平均成長率が算出されますので、赤枠の数値を申請マイページに転記してください。

申請番号
代表事業者名

補助事業グループ名
補助事業名

効果報告年度 1年度目

1年度目実績値 2年度目実績値
事業者名
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事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(5/10)

※画面イメージ

➢ 様式(Excel)について
水色セル以外には入力しないようにしてください。

事務局から送付された様式(Excel)を開き、「【様式1８】労働生産性計算表」のシートに以下数値
を入力してください。

⑩

申請番号、代表事業者名、補
助事業グループ名及び補助事
業名を入力してください。

⑪
効果報告年度をプルダウン式
で選択してください。

⑫

事業者名とその事業者の労働
生産性（「【計算用ツール】労働
生産性計算表（事業者毎算出
用）」にて算出された数値）を
入力してください。
※実績報告後に補助事業グ
ループを脱退し、取消しされ
た事業者名等の記載は不要で
す。

⑩

⑪

⑬
交付申請時に提出した「実績
値」を入力してください。⑬

⑫

⑭
効果報告年度の実績値が出
力されますので、次ページに
従って転記してください。

⑭

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(6/10)

※画面イメージ

⑮

⑮
➢ 実績数値について
様式（Excel）で算出された効果報告年度の労働生産性及び年平均成長率の実績値を入力して
ください。

⑯

⑯
【様式18】労働生産性計算表シートに記入した様式（Excel）を添付してください。
※【計算用ツール】労働生産性計算表（事業者毎算出用）は事業者が値を計算するシートのため、

提出不要です。

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(7/10)

⑰
経営課題、関心のある施策を選択してください。
※ ２．の項目は、中小機構による各種支援メニューについて、情報提供を希望しない場合に

チェックを入れてください。

⑱ 【次へ】ボタンを押下してください。

⑰

⑱

※画面イメージ

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(8/10)

⑲
「計画数値未達の要因」を選択し、「計画数値未達改善方法」には計画数値を達成するため必要
な対策、改善方法について入力してください。

入力した労働生産性の実績数値が、交付申請時の計画数値に満たなかった場合の画面です。

⑲

※画面イメージ

目次に戻る



※画面イメージ

７

16

補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(9/10)

⑳
入力した内容を確認のうえ、 【事務局へ提出】ボタンを押下してください。
※ 修正する場合は【戻る】ボタンを押下してください。

⑳

効果報告 提出確認の画面です。

目次に戻る
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補助事業者が参照するページです

事業実施効果報告の手引き

2. 効果報告の操作画面(10/10)

※画面イメージ

事務局へ効果報告の提出が完了しました。

㉑
「申請者メニュー」の【効果報告】ボタンを押下してください。
効果報告詳細画面へ遷移します。

㉑

※画面イメージ

※画面イメージ ※画面イメージ

提出完了後は詳細画面にて提出内容を確認できます。

目次に戻る



３．通知メール•ステータスについて

1. 通知メールについて

2. ステータスについて

事業実施効果報告の手引き
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事業実施効果報告の手引き

３－１ 通知メールについて

本事業では、各種通知、お知らせを事務局からメールにて行います。
登録申請時に通知メールを受信できるメールアドレスを登録する必要があります。
事務局からの通知メール（＠it-shien.smrj.go.jｐ、@shinsei.it-shien.smrj.go.jp、 @wb-
transfer.toppan-edge.co.jp）を受信できるよう受信設定を行ってください。

３． 通知メール・ステータスについて

効果報告において通知されるメール一覧

補助事業者に通知されるメール

効果報告開始案内メール 事務局への効果報告の提出が可能となったことを通知します。

効果報告リマインドメール 効果報告開始から一定期間未報告の場合に、効果報告期限を通知します。

効果報告期限日通知メール
効果報告を期限日までに提出していない場合に、効果報告期限日当日となっ
たことを通知します。

補助事業者提出完了メール 事務局に効果報告が提出されたことを通知します。

効果報告審査不備差し戻し通知
メール

効果報告に不備があり、事務局から差し戻したことを通知します。

効果報告訂正リマインドメール 効果報告が不備差し戻しとなった際に、効果報告訂正期限を通知します。

効果報告再提出完了メール 事務局に不備差し戻しとなった効果報告が再提出されたことを通知します。

効果報告審査完了メール 効果報告の審査が完了したことを通知します。

目次に戻る
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事業実施効果報告の手引き

３． 通知メール・ステータスについて

代表事業者のステータス

代表事業者による効果報告が可能な状態です。
一時保存を行うと、「補助事業者効果報告入力中」へステータスが遷移します。
※効果報告期間中のみ効果報告可能です。期間外は報告できません。

代表事業者による事務局への提出が完了し、事務局が審査を行っている
状態です。

代表事業者が効果報告の入力を開始し、編集中の状態です。
編集した情報を一時保存した場合も、このステータスが表示されます。

審査の結果、効果報告が代表事業者へ差し戻された状態です。

代表事業者による事務局への再提出が完了し、事務局が審査を
行っている状態です。

目次に戻る

代表事業者の手続きが必要な状態です

事務局が対応している状態です

代表事業者

未報告

代表事業者

補助事業者効果報告不備訂正中

代表事業者

補助事業者効果報告入力中

事務局

効果報告提出済

事務局

効果報告再提出済

本事業では、ステータスにて各申請の進捗状況が確認できます。
ステータスは登録申請の状況によって自動で遷移します。

審査の結果、訂正等が必要な場合

事務局

代表事業者

必要な効果報告が全て完了し、次年度以降の報告は必要ない状態です。

今年度の効果報告が完了し、次年度以降も報告が必要な状態です。

報告完了

今年度報告済

事務局

３－２ ステータスについて



４． お問合せ先
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４． お問合せ先

お問合せは下記連絡先までお願いいたします。

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター

0570-666-376 050-3133-3272
（通話料がかかります）

受付時間 ９時３０分 ～ １７時３０分（土曜・日曜・祝日を除く）

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

※電話が大変混み合う場合があります。

恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直してください。

https://it-shien.smrj.go.jp/

https://it-shien.smrj.go.jp/

IT導入補助金ホームページ
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IP電話等から
のお問合せ先

https://it-shien.smrj.go.jp/
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【改訂履歴】

２０２６年３月2６日 新規作成
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